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〈研 究 ノー ト〉

マルクスのブ リュ ッセルか らのパ リへ の追放

2月 革 命 とマル ク ス ー 一

的 場 昭 弘

目 次

はじめに

1.マ ルクスの逮捕,追 放への過程

a.2月 革命 とベルギー政府の反応

b.革 命 と民主協会

c.マ ルクス逮捕 と追放

2。 パ リへの追放

a

b

G

語結

パ リへの到着

マル クスのベルr政 府批判

その後の処理 と政府の監視

は じめに

1845年 にパ リか ら追放 され,ブ リュッセルに落

ち着 いたマルクズi)は,そ の3年 後再 びブ リュ ッ

セルか ら追放 され,パ リへ戻 ることになる。3年

間の ブ リュッセルでのマル クスは,そ れまで と違

いかな り積極的に ドイッ人労働者 の政治結社 と関

係 を結ぶ。 さ らに,こ の時期 は経済学 の研究に従

事 し,思 想的に も一層 の充実 を見せ る時期で もあ

る。

さて1848年2月 革命を契機 としたマル クスの

行動 と彼の逮捕,追 放,さ らにパ リでの行動 に関

しては,現 在 の所充分理解が得 られて いるわけで

はない。 マルクスの逮捕,さ らに追放 の際 に問題

にな った とい う武器の所有,さ らに武器 の購入 に

よ る蜂起への準備計 画 とい ったで きごとも(実 際

の追放理由は,危 険な外国人を国外退去させるという

こと,逮 捕理由は滞在証明書の不備,ま た謀議の現行犯

であり,か なり混乱 していた),ま ずその信愚性のみ

な らず,マ ル クスに何を求 めるべ きか とい う後年

の解釈 でね じ曲げ られて さえ いるか らであ る(2)。

その ことは共産 主義者同盟 におけるマル クスの地

位,『 共産党宣言』の成立史,マ ルクスと2月 革命

におけ る彼の役割 につ いて まで及び,マ ル クス像

を歪 め る理由に もな って いる。革命家 と してのマ

ルクスを高 く評価 するな らば,政 治結社 での彼の

指導性,革 命 の謀議への彼 の参加 について も積極

的に評価 した くな るの は当然であろ う。

しか し,本 稿 での分析 は,実 はそ うしたマルク

ス像 に真 っ向か ら対立す ることにな るか もしれ な

い。 なぜ な ら2月 革命前後のマル クスへの当局の

監視 は,そ れほど強い ものではない し,マ ルクス

への武器購入嫌疑 も,あ くまで嫌疑であ って,彼

の行 動 と関係 してはい ない と思 われ るか らであ

る。 マル クスは2月 革命 において暴力的 な蜂起や

革 命路線 に きわめて批判 的で あ り,そ の後 のパ

リ,ケ ル ンまで の行動 において も人 筋 にお いて

ず っとそ うであ った。 またそ う考える方が彼 の当

時の行動 について筋が通 るのであ る。本稿 は,そ

の点 をマル クスの ブ リュ ッセルでの逮捕,追 放 に

関連 して分析す ることにす る。

1.マ ル クスの逮 捕,追 放へ の過 程

a.2月 革命 とベ ル ギ ー政府 の反応

1848年2月 革命 の 知 らせ が ベ ル ギ ー に届 い た

時,ベ ルギ ー政府 は緊 急措 置 の必 要 に迫 られ る。

ベ ル ギ ー政 府 は,ベ ル ギ ー国 王 レオ ポ ル ド1世

(Leopold)(1790-1865)が,フ ラ ン ス 国 王 ル イ ・

フ ィ リップ(Louis-Philippe)(1773-1850)の 娘婿 で

あ り,王 へ の影 響 は必 至 と考 え,い くっ か の処 置

を 考 え る。 レ オ ポ ル ドは,も と も と ド イ ッ

(Coburg)の 出身 で あ る上,し ば しば旅 行 で国 を空

け,国 内で の人気 はふ るわず,ま た カ トリックや
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メ ッテ ル ニ ヒ(Metternich)(1773-1859)に す りよ

り,反 教 権主 義 者,す なわ ち 自由主 義 者 の反感 も

強 か った た め[B,10,5.332],革 命 のベ ル ギーへ の

波 及 に恐 れ おの の くことに な る。

事 実 革 命 はベ ルギ ーへ と連 動 した。 すで にパ リ

とブ リュ ッセ ル は鉄 道 で 結 ば れ て い た(1846年 開

通)た め,革 命 の ニ ュー スは,そ れ まで と違 って 鉄

道 の乗 客 か ら大 量 にや って きて,ま た た く間 に伝

搬 して しま った。 ボ ル ン(Born,S.)(1824-98)は,

2月24日 の夕 方 鉄 道 の 駅 に い て駅 の様 子 を 語 っ

て い る。1848年2月24日 夜 ブ リュ ッセ ル駅 とパ

リを っ な ぐ線 の ホ ー ム に待 って いた ボ ル ンた ち

は,や って きた列 車 の運 転 十二が 「ヴ ァ ラ ンシエ ン

ヌ(Valanciennes)の 塔 の上 に は赤 い旗 が なび いて

い るぞ。共 和 国 が宣言 され たぞ」と叫ぶ のを聞 く。

そ こにが っか り したよ うな一 組 の フ ラ ンス人 夫婦

が い た。 それ は,か っ て マ ル クス達 の ベ ルギ ー到

着 を快 く思 わ な か った フ ラ ンスの ベ ル ギ ー 大 使

リュ ミニ ー(Rumigny,M.H.)(1784-1871)夫 妻 で

あ った[B,5,S.42f](3)。

鉄 道 を通 って入 った共 和 国宣 言 は,た ち まち ブ

リュ ッセ ル に伝 わ る。「あ らゆ る通 り,も ち ろん 古

い大 きな市 庁 舎 広場 で の カ フェや,ビ アハ ウ スは

人 で 埋 ま り,い た る と こ ろ で ブ ラ バ ン ソ ン ヌ

(Brabagonne),マ ルセ イ エ ー ズが 唄 わ れ た」[B・5,

5.43]。 そ の光 景 は,こ れ を見 た ボ ル ンが 「今 晩 に

も,ベ ル ギ ーの若 い国王 は群衆 に撃破 され るに違

いな い と思 う ことがで き るはず だ」[B,5,S.44]と

語 る ほどの もので あ った。 誰 もが共 和制 を信 じて

疑 いえ な い ほ どの盛 り上 が りを見せ たた め,ベ ル

ギ ー政府 の恐怖 は高 まる。

革命 の知 らせ と同 時 に,25日 レオ ポル ドは,み

ず か ら王位 を退 き,国 民 に政 治 を任 せ る用意 が あ

る こ とを告 げ る。 しか し,こ れ は捨 身 の戦術 で,

退 位 を 示 す こ と で,国 民 の矛 先 をか わ す 役 目 も

持 って い た。 ボル ンは この こ とにつ いて 「新 し く

で きたベ ル ギ ーの王位 に い るの は一 人 の優秀 な官

僚 で あ り,彼 は彼 の舟 を転 覆 の波 か ら冷 静 に操 っ

て い る。 彼 は 自由派 の内閣 で も っ と も影 響 力 の強

い大 臣 とブ リュ ッセ ル の市 長,議 員 を 呼 び,彼 ら

に こう言 った。 『国 民 が私 を王 に選 ん だ ので あ る。

私 は王 と して常 に人民 の意志 を尊重 して きたが,

今 まで私 の政 府 に対 して真 面 目な批 判 は ま った く

なか った。L一 が私 に委 ね た王 位 を退 くこ とを

要求 す るの な ら,逆 ら う こ とな くそ う しよ う』」

[B,5,S.44]と 書 いて い る。 こ う して,こ れ を聞 い

た議 員 た ちは深 く感 動 し,「共 和 国万 歳」か ら…転

して 「国 王 万歳 」 を唱 え た とい う。

こ う して は ぐらされて しま った ベル ギ ーの 革命

騒 ぎは,国 王 へ の追 及 の ムー ドを獲 られ な いま ま

に,26日 市 庁 舎 へ の デ モへ と進 む。マ ル クスが そ

の副 議 長 を して い た共 和 主 義 者 の 結 社 「民 主協

会 」は,デ モ ンス トレー シ ョンを市 庁 舎前 で 行 う。

す で に 自 由派 も共和 主 義 へ の急 激 な旋 回 へ の

ムー ドを そが れて いた が,そ う した状 況 を よ く理

解 して い な い市 との 間 に トラ ブル が発 生 して い

く。市 は,民 主協 会 お よび外国 人 亡命 者 た ちの集

会 が武 装 蜂起 にっ なが る ものだ と考 え,か な り厳

しい処 置 を と る ことに な って しま うので あ る。27

日早 朝 市庁 舎 で は,民 主協 会 を中心 とす る群衆 に

取 り囲 まれ,援 軍 を必 要 と考 え,軍 の出動 を要求

す る(ブ リュッセル市長か ら内務大 臣への手紙[B,1,

S.34])。 しか し,こ の時市 民 は武 装 した革 命勢 力

で は な く,た だ の丸腰 のデ モ隊 にす ぎなか った。

軍 は,市 庁 舎 を取 り巻 く群衆 に向 か って進 み,群

衆 を蹴 散 らした。 この時 の こ とを,ボ ル ンは,こ

う語 って い る。 「エ ンゲ ル ス と と もに カ フ ェの 入

口 の前 の歩道 に立 って いた。私 の右 に は ヴ ィルヘ

ル ム ・ヴ ォ ル フ(Wolf,W.)(1809-64)が い た。

突 然騎 馬 隊 が彼 に迫 り,歩 道 に届 くぐ らい馬

か ら身 を乗 り出 し,小 さ な ヴ ォル フの衿 を掴 み彼

を運 び 去 って しま った」[B,5,S.45](4)。 ボル ンが突

然 の こ とで慌 てて い る うち に ヴ ォル フ は逮捕 され

て しま う。 この時 逮 捕 され た人 物 は ヴ ォル ブ5似

外 に,ア ラール(Allard),ダ シー(Dassy,Th‐J.)・

ド ・ト ミ(DeThomis,P.)で あ った。 彼 らは市庁

舎 前 で見 て い た群 衆 で あ り,武 装 した革命 家 とい

うわ けで はな か った。 こ う して,市 長 は,市 民 の

運 動 を強 権 発 動 に よ って 封 じて しま う。 この 時

と った民 衆 の逮 捕,そ して外 国 人 の追放 は,革 命

予 防 の緊急 措 置 と して は評 価 され るで あ ろ うが,

ベ ル ギ ー 憲 法 か ら言 う と許 しが た い 行 動 で あ っ
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た。

市の こうした行動 は勇み足 であった と言うほか

ないで あろう。しか も,3月3日 のマル クスへ の追

放令,3月4日 の逮捕,彼 の妻 の逮捕を とってみ

て も,ま った くベルギ ー政府 が1830年 以降 とっ

て きた政策 と対照 的なや り方であ った。一連の処

置が,市 の責任 だけで行われたのか,ベ ルギー政

府 も関与 していたのかは問題 であるが,余 りにも

過剰 に反応 して しまったことは事実 であった。

もちろん,ベ ルギー政府 は,自 国 の制度が言葉

通 り機能 して いれば,何 も慌て る必要 はなか った

ので あ る。王制 打倒 とい う問題 を除 けば,ベ ル

ギーはフランスよ りかな り自由で あったか らで あ

る16)。

スタンジェは,ベ ルギーで自由が維持で きた理

由を4っ あげている[B,28,S,158f]。 第一 は,民 主

的新聞 と民主的同盟 の存在で ある。ベルギー政府

は必 要 な場 合,外 国人 を追 放す るこ とがで きた

が,そ の実行を難 しくしていたのは,こ うした民

主勢力のおかげであった。 とりわ け,政 治的に も

発言権 を もっ民主組織 民主協会の力 は大 きなも

のであった。第 二は出版 の自由である。 ベルギー

で は出版へ の検閲はな く,裁 判は陪審員が行 うた

め,12人 の陪審員 の賛成 を得 る必要 があ った た

め,ほ とん ど出版への圧 力はなか った。第三 は,

結社 の 自由で あ る。警 察 は スパ イを送 る ことは

あ って も,結 社 の 自由を制 限す る ことはなか っ

た。 このことは,警 察の史料を見て も歴然 と して

い る171。しか し,逆 にこの ことは他国の スパ イを

自由にベルギーに入れ ることに もなっていたが。

第 四に郵便検閲室(cabinetnoir)が 存在 しないこ

とであ る。ベルギーでは郵便物の 自由が守 られて

いたのであ る(81。

b.革 命 と民主協会

ベルギー政府 が厳 しい処置を とったの も民主協

会,ま たその廻 りを取 り巻 く,ド イッ人亡命者 の

組織 ドイッ人労働者協会,共 産主義者同盟などと

いった亡命者組織 につ いて当局が充分 な知識を持

ちあわせていなか ったことに も原因が あった。

民主協会(Associationdemocratique)は,共 産主
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義組 織 で はな く,人 民 の友 愛 と連 合 を 旨 とす る急

進 的 な 自由派 の組 織 で あ った。 そ こに参 加 して い

る人 々 は,フ ラ ンス人,ポ ー ラ ン ド人 ,ド イ ッ人

な どの知 識 人 とと もに ベ ルギ ー政 界 に力 を持 っ 自

由派 の 人 々 で,む しろ急 進 的 ブ ル ジ ョア組 織 と

畜 った ほ うが よ い組 織 で あ った。 特 に議 長 の リュ

シ ア ン ・ジ ョ トラ ン(Jottrand,L.-F 。)(1804-77),

ル イ ・ド ・ポ テ(LouisdePotter,1786-1859) ,シ ャ

ル ル ・ス ピル トル ン(Spilthoorn ,Ch.-L.,1804-

73),ド ユペ テ ィオ ー(Dupectiaux ,E,,1804-68)な

ど は,1830年 の ベル ギ ー独 立運動 に参 加 した人物

で,ベ ル ギ ー 内 閣 を支 え る 自 由 党 の人 物 で あ っ

た。 しか し,1847年 以 後 急 進 派 の グル ー プを集 め

て,新 しい組 織 「民 主協 会 」 を結成 す る[B ,1,S.

11]{91。

そ もそ もこの民 主協 会 とマ ル ク ス との関係 で あ

るが,従 来 こ う した ブル ジ ョア組 織 との 関係 は積

極 的 に評価 され て こなか った。 それ は,エ ンゲ ル

スが この協 会 の設 立 に不 満 で あ った か らで あ る

(1847年9月28日 一30日 の マル ク ス宛 の手紙[B,21 ,

Bd.4,SS.84-92])。 彼 は,こ の組 織 を ドイ ッ人 労 働

者 協会 の分派 組 織 と考 え,マ ル ク スや エ ンゲ ル ス

の参加 しな い組織 が別 に設 立 され る ことを恐 れ ,

逆 に この組 織 に 消極 的 に参 加 す る こ とを 決 意 す

る。 民主 協 会 の二人 の副 議 長 につ いて はエ ンゲ ル

スの画策 に よ って,そ の座 にマ ル ク スが座 る こ と

に な る。 この エ ンゲ ル ス の脈 絡 か ら判 断 す る限

り,主 体 は,ド イ ッ人 労 働者 協会 で,民 主 協 会 は

分派 活 動 を 阻止 す るため に入 った とい う消極 的 な

存在 とな って い る。 しか し,実 際 に はマ ル ク スはi

積 極 的 に参 加 して い るの で あ る。 マル クスが 深 く

関係 して い た ボル ンシ ュテ ッ ト(Bornstedt,A.)

(1808-51)の 「ブ リュ ッセ ルの ドイ ッ人 新 聞』 に

は,毎 週 の例 会 の案 内 が載 せ られ る[B,9]。 イ ギ リ

ス の友 愛 協 会,さ らに各 国 の民 主 主 義 組 織 に ブ

リュ ッセル で の国際 会 議 を持 っ こ とを提案 す る際

に,重 要 な役 割 を 果 た す の もマ ル クス で あ る〔1W。

そ して この友愛 協 会 は,共 産主 義 同盟 と も関係 を

持 って いたわ けで あ る。 マ ル クス は,こ の協 会 に

対 して は,啓 蒙 活 動 で も協 力 す る(革 命の前の1月

7日 にこの協会のホールで自由貿易(Echangelibare)
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にっいての講演を し,革 命 の頃 この講演 は冊 子 と

なる(「 自由貿易問題についての論説」[B,21,Bd.4])。

こうした民主派 との付 き合 いは,ケ ル ンの 『新

ライ ン新聞』時代 で も継続す るが,マ ルクスの本

来の ブルジ ョア革命,そ して プロレタ リア革命 と

いった二段 階革命論に立てば,む しろ至極当然 で

あった と言え るか もしれない。彼 はこの民主協会

と ドイッ人共産主義者 との関係 にっいて明確 な視

点 を持 っていた。民主協会の新聞 『デバ ・ソシア

ル』(LeDeBatsocial)が,ド イッ共産主義者の階級

闘争の視点がユー トピア的で あり,民 主協会 との

関係を疑問視 したことについて,彼 は,ド イッの

共産主義は社会的基礎 に したが った運動を展開 し

てい るのだ と主張 して(2月13日),共 産主義 はあ

くまで も,階 級闘争 の面での闘争で はな く,現 実

の経済発展の中で進展す るものにすぎない ことを

強調す る。 マル クスは,ド イッの革命 はブルジ ョ

ア革命であ り,そ の限 りにおいて は,民 主派 との

協調 は必 要不 可欠 の条件 であ ると考 えていた と

言 って もよいであろう(11)。

2月 革命 の勃発 と同時に民主協会 は活動 を活発

化す る。民主協会 はフランスに続いて共和制実現

のために職人 や労働者 に武装 を呼 びかける暁 こ

の武装 の呼びか けは,後 のマルクスの妻 イェニー

の回想 に 「戦闘準備はいっさい完了 した。 いまや

ドイッの労働者 が武器 を探す ときが きたように思

われた。あい くち,リ ヴォルヴ ァーが調達 された。

カールはそのために資金 を出 したか ったのだが,

ほんのわずか手 にいれただけであ った。」[B,22,p.

187]㈹と書かれ ていて,や がて これがマル クスの

武器の購入説を裏付 ける史料 とな る。 しか も,3

月29日 にベ ル ギー とフ ラ ンス国 境 の村 リス コ

ンー トゥ(Risquons-Tous)で 民主協会 の一部過激

派の スピル トル ンが フランス側か ら 「ベルギー軍

団」(LegionBelge)を お くり,ベ ルギー軍 との武

力衝突 を起 こす事件(14)がお こり,民 主協会 と武装

蜂起,さ らには共産主義者 と武装蜂起 とい う図式

が生 まれ,マ ルクスと武装蜂起型革命 の図式 が形

成 され る基になって しまうことになる。 これ は,

マルクスの逮捕,追 放 との絡 みで問題 にされ,革

命家 と してのマルクス像 をつ くることにもな って

いる。

しか し,こ の一連の事件 は,市 民 が工をその座

か ら引きおろす共和主義革命であ り,一 部 の状況

を除 けば,武 装蜂起 はほとんど問題 にす らな って

いなか った。 しか も,民 主協会の活動 は,当 局 の

矢継 ぎ早の処置の前で充分展開がで きず,武 装蜂

起をたとえ考えた として も,そ れが実現で きる状

況 にはな く,民 主協会の動 きは抑え られていた。

もともと民主協会 は,議 会制度を中心 とす るブル

ジ ョア急進派の組織 であ り,武 力闘争を前面 に掲

げていたわけではない。民主協会の議長 ジ ョトラ

ンは,国 王 と親 しく,ま た3月 末 に路線武装闘争

をす るスピル トル ンで さえ,暴 力的革命を期待 し

てはいなか ったのである[B,1,S.92]。 マル クスは,

それゆえに この組織に加担 していた とも言える。

だか らマル クスは,当 時武装蜂起 に賛成 したわ け

で もな く,武 器購入 を したわ けで もない。 そ うで

なければ,3月5日 以降にパ リに移 ったマルクス

が,ヘ ル ヴェー クや ボル ンシュテ ットの武装蜂起

に反対 した ことと矛盾す ることにな る。 しか も,

マル クスはすでに ブリュッセルを去 ることを決意

していたのである。 マルクスの逮捕,追 放 は,あ

くまで も外国 人追放 の処 置の一貫 にす ぎなか っ

た。 この事件 につ いて次 に述べ ることにす る。

c.マ ル ク ス逮 捕 と追 放

マ ル ク ス は2月26日 に住 居 を ブ リュ ッセ ル郊

外 オ ル レア ン(Orleans)通 りか ら,サ ンテ ・ギ ュ

ドユ ル(Ste.Gudule)広 場 ボ ワ ・ソ ヴ ァー ジ ュ

(BoisSauvage)館 に移 す 転居 証 明書 を警 察 に届 け

る[A,1]f15)。マ ル クス は,す で に ブ リュ ッセ ル市 内

に移 る決 意 を し,か っ て 滞在 した ボ ワ ・ソヴ ァー

ジ ュ館 に滞在 す る。 しか し,そ の後3月3日 まで

の マ ル クス の消息 は は っき り して い な い。 ア ン ド

レア(Andreas,B.)は,詳 細 な研 究 の 中で,ジ ョ ト

ラ ンの2月29日 の民 主 協 会 で の 「マ ル ク ス は今

日 ロ ン ドンへ行 き,ボ ル ンシュテ ッ トはパ リへ 行

く」[B,1,S.38]と い う発言 か ら,マ ル ク スは この

間 ロ ン ドンに行 って い た ので はな いか と推 論 して

い る(1q。その理 由 と して,『 共 産党 宣 言』の原稿 と,

ロ ン ドンの友 愛 協会 へ の民 主協 会 の手 紙 を郵 送 で
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はな く自分 で もって行 く必要があ ったか らであ る

と主張 している。 この推論 は,興 味深 い。 なぜな

ら 「共産党宣 菖』 は従来 の説では遅 くとも2月 革

命前 に出版 されていた とい うことにな って いたか

らであ る。 それゆえ にこそ,2月 革命 を予告 した

『共産党宣 言』の意義があ ったのである。この推論

によると2月29日 に ロン ドンにつ いたマルクス

は,す ぐに原稿を渡 し,す ぐに組版が作 られ,印

刷 は次の3月1日 に出版 された ということになる

[B,1,S.91]。 しか も,そ の時は ロン ドンの共産主義

者同盟が ブ リュッセルへ拠点移動 する時であ り,

印刷 の ミスと初版の異刷の多 さとい う奇怪 さもそ

のためであ ったとい うことになる。

3月3日 になって初 めてマルクスは,ブ リュッ

セルの共産主義者同盟 の ブ リュッセル本部を多 く

の会員 が追放 されたためパ リに移す ことを述べた

決議に登場 す る[B,8,S,713f]。 そ してマルクスは

その午後 にベルギー政府か ら追放 を受 けるのであ

る(1DOこの追放 は,特 別な もので はな く,他 の外国

人 に関す る追放 と同様の ものであ った。追放 にあ

た って は,す でに警察は他の ドイッ人 を逮捕 した

際 に,マ ルクスなる人物が大量のお金 をおろ した

ことと武器の購入をか らめて,2月28日 追放 を求

める文書が法務省へ出されてはいた(オ ディから法

務大臣への手紙[A,1,a])。 そ してその夜,事 件 は起

こる。

マルクスは,3月2日 付 けの24時 間以内 に追放

とい う追放令を受 け取 り,そ の夜パ リ行 きの準備

を していた。深夜2時,ブ リュ ッセル市警察1㊥は,

ボア ・ソヴ ァー ジュに乗 り込んで くる。そ して ボ

ア ・ソヴ ァー ジュ館 を捜 査令状 もな く家宅捜索

し,書 類 を没収 し働,逮 捕状 な くマルクスを逮捕

す る⑳。当 惑 した妻 は,友 人 の 図 書 館 員 ジ ゴ

(Gigot,Ph.-Ch.)(1820-1860)の ところへ助 けを求

めに行 ったが,そ のジゴも逮捕 され る。深夜 に行

われた この逮捕 は,ま ず逮捕令状,捜 査令状,深

夜の捜査,妻 や友人への不当逮捕 な どどいった違

法処置 だけでな く,警 察権力 の不 当介入の問題 も

示す大 きな事件 となる。 マルクスが,こ れほどフ

ラ ンス,ベ ルギーの新聞で騒がれたの は,前 に も

後 に もないほどの ものであ った。
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イェニーはそのときのことをこう語 っている。

「深夜 二人 の男 が家 に押 し入 って きた。二人 の男

はカールはいるか と聞 いた。彼が出て行 くと,自

分達 は警部 だと名 のってか ら,カ ールを逮捕 して

取調べよ という命令書 を示 した。夜中彼 を引 き立

てて行 った。恐 ろ しい不安にか られた私 は,急 い

で彼の後を追 い,い ったい,ど うい うもくろみな

のかを聞 くたあ に,有 力者を探 した。 まっくらな

夜,家 か ら家へ と急 いだ。 と,だ しぬけに夜警 が

私 を取 り押 さえて逮捕 し,暗 い留置場 にぶち こん

だ。 これ こそ宿無 しの乞食や浮浪人,不 幸に も落

ちぶれた女達 を拘留す る所であ った。突 き飛 ばさ

れて暗 い小 さな部屋 に入れ られた。 しくしく泣 き

なが ら部屋 に入 ると,苦 しみをわか ちあ う不幸な

女の人がひ とり,私 に寝床 をあけて くれた。硬 い

板 ば りのベ ッ トだ った。私 はその上に くずれおれ

た。夜の明 ける頃,私 は向 いの鉄格 子の奥に,死

人 のよ うに青ざめた,あ われな顔 を認 あた。窓辺

によってみ ると,そ れは私達 の親 しくしていた友

人 ジゴーだ った。彼 は私を見っ けると合図 を して

ドの部屋 の方 を指 さ した。 見 るとカールが いた

が,ち ょうど兵隊に護衛 されて行 くところであ っ

た。一 一この事件 はセ ンセーションを巻 き起 こし

た。新聞 はこぞ って報道 した」[B,22,p.187f!。

保安警察⑳は,追 放及 び逮捕 を行 うにあたって,

すでにかな り下調べを していた。 まず,マ ルクス

の資金の流 れを調査 していたことである。大量 の

金を手にいれたマルクスが,武 器 を購入 して いた

とす ると,警 察 はまずそれを没収 しなければな ら

ない。そのため警察 は,ボ ワ ・ソヴァージュ館 の

聞込みを行 っている。彼 自身 も急進 的組織に入 っ

ていた家主の ラノワ(Lannoy,J.B.)は,3月3日

の午前10時 に警察 に出頭 させ られ,証 言を して

いる。 そ こで,マ ルクスが5,6日 前に彼の家に

移 ってきた こと,銀 行か ら現金 を引 き出 した2月

28日 月曜 日の ことを聞かれ,マ ル クスが何度 か外

出 し,い ろんな人物が何人か訪 ねて来 た ことを証

言 していた[B,1,S.40]。 警察 の狙いは,マ ルクス

が武器 を大量 に購入 し,そ れを労働者 に渡 したの

で はないか とい う嫌疑であ った。 市警察 は,マ ル

クスの逮捕,家 宅捜索 とい う手 に出る。現 に,証
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人喚問 された職人 は,武 器 を入れる道具 を買いに

来た ものがいた ことをあげていたが[B,1,S.41]⑳,

いずれ もマル クスに該 当す る人物 ではなか った。

しか し,マ ル クス家の家宅捜索で武器 は出て こ

なか った。没収 された ものは,文 書 だけで,武 器

購入を裏付 け るものは何一っ発見 されなかった。

結局,マ ルクスの現金 は,急 進組織か ら武器購入

のたあに渡 された資金で はな く,母 ヘ ンリエ ッテ

(Henriette,Marx)(1788-1863)か ら父の遺産 として

オ ラ ンダの リオ ン ・フ ィ リ ップ ス(Philips,1.,.)

(1794-1866)を 通 じて送 られ て きた彼 自身 の金 で

あ り,し か も,そ の資金 は,武 器購入 に当て られ

たので もなか ったのだ。

この マル クス とその妻 に対す る逮 捕が,法 務

省,保 安警察 によるものであったかどうか はその

後のマルクスの新聞紙上でのベルギー批判 にも関

わ って くる。法律 上,深 夜の家宅捜索,外 国人の

逮捕状な き逮捕 は禁 じられてい るはずであ った。

マルクスはベルギー政府へ の批判 として この事件

を利 用す ることにな るが,こ の問題 は微妙 で あ

る。革命勃発か ら,政 治警察が,外 国人 の監視 と,

武器の購入 に関心を持 ったのは事実 であるが,そ

れ以上 に市 の警察 は,民 主協会及 び外国人を恐れ

ていた。市 の警察 は特 に集会を監視 しており,マ

ルクスのいたボワ ・ソヴ ァー ジュ館 は,集 会 が開

かれ る場所 で もあ ったので ある。武器 の購入経

路,そ して外国人,そ して集会 とい う3者 が一致

した と考え られた点で,市 警察 による違法 とも思

える逮捕が起 きたのであった。

マルクスも妻 も,逮 捕のあと審問 をうけるが,

ここで の内容 は,武 器 の購入 で あ った と思 われ

る。 イェニーの回想のよ うに武器を購入 したとす

れば,す ぐに釈放 ということにはな らなか ったで

あ ろ う。民主 協会 の テ デ スコ(Tedesco,V.一 一A.)

(1822-97)は 武装蜂起を企 てたため,何 度 も逮捕 さ

れ,最 終的 には死刑判決 を受ける礼 マル クスは

実際,武 器購入には一切関係 していなか った し,

実 際家宅捜索で も共産主義者同盟の文書以外 には

何 も見っか らなか ったので,拘 留延長 は考え られ

なか ったのであろう。

マルクスは,3月4日 午後市警察 の留置場か ら

釈 放 され,裁 判 所 で審 問 され,釈 放 され る。 そ し

て,4時 頃保安 警察 で通 行証 を取 得 す る(バ ヴェー

(Bavay)の オデ ィへの連絡[A,1,a])。 釈放 と同時 に

追 放 令 に よ って ベ ル ギ ー を 去 らね ば な らな くな

る。 ヴ ォル フ は護 送車 で キェ ヴ ラ ン(Quievrain)

に送 られ たが,マ ル クスの場 合 自 らブ リュ ッセ ル

南 駅 か らパ リ行 き⑳の列 車 に乗 った もの と思 われ

る。保 安警 察 長官 オデ ィ(Hody,L.)(1807-80)宛

の書 簡 に は 「彼 は今 晩 フ ラ ンスへ 出発 す る予 定 で

す。キ ェ ヴ ラ ン経 由で」[A,1,a]と 書 か れて あ る・

マ ル ク ス は キ エ ヴ ラ ンま で の 通 行 証(Feuillede

route)を 受 け と るので そ こまで 行 った ことだ け は

確 か で あ る㈲。 ブ リュ ッセ ルを 出 る列 車 は,パ リ

直 通 が 午 後6時 半 と キ エ ヴ ラ ン行 き午 後4時45

分 しか な い。 マ ル ク スは,… 人 で パ リへ 向か った

の で は な く,フ ェル デ ィナ ン ト ・ヴ ォル フ(Wolff,

F.)(1812-95)と …緒 に行 って い るの で あ るが㈱,

そ の際彼 との連 絡 の必 要性 が列車 に影響 した と も

考 え られ る。3月3日 に待 ち合 わせ の連 絡 を した

と して も,突 然 の逮 捕 が あ り,3月4日 に再度 連

絡 の必 要性 が あ った⑳。とす ると,4日 の列 車 に乗

れ なか った 可能 性 もあ る。 とす れ ば,3月5日 朝

ブ リュ ッセル を出発 して,パ リに夜 着 い た こ とで

あ ろ う㈱。 す べ て 都 合 よ くい った と して4日 のパ

リ行 きの列 車 に乗 る こ と も口∫能 で あ る。 しか しい

ず れ に して も 」日 にパ リに着 く こ と は 可能 で あ

る㈱。

妻 イ ェ ニ ー と子 供 達 は マ ル ク ス と…緒 で は な

か った。 マル クス は,4日 午後 保 安警 察 で妻 に3

日間 の滞在 猶 予 の保証 を要求 す る。 しか し,イ ェ

ニ ー に は追 放 令 が 出 て い な い の で 本 来 必 要 はな

か った。 オデ ィは3月8日 に イ ェニ ー とr供 達 が

ブ リュ ッセ ル を後 に した か ど うか を 聞 い て お り

[A,1,a],11日 に3月4目 に出発 した ことを告 げ

る文 書 が届 け られて い る。 しか し,ボ ル ンは,「 私

は マ ル ク ス の夫 人 とそ の 子供 達 とパ リへ 向 か っ

た」[B,5,5.49]と 言 って い るので,奇 妙 な ことに

な る。 なぜ な ら,ボ ル ンは,当 局 の報告 で は3月

6日 に出 発 した こ とにな って い るか らであ る[B,1,

S。115]。 イ ェニ ー 自身 は 「パ リへ,パ リへ行 くの

だ。私 は と る もの もと りあえ ず,身 の廻 りの品 を
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か き集 め,売 れ る もの は売 り払 ったが,私 の銀製

品 と比 較 的 よ い下着 類 を入 れ た スー ッ ケー ス は ブ

リ ュ ッ セ ル に 残 し て,本 屋 の フ ォ ー グ ラ ー

(Vogler,(:.G.)に 保 管 して も らった。 この人 は私

の 出発 に際 して,と くに骨 を お って くれた の で あ

る。 こ う して3年 住 ん だ ブ リ ュ ッセ ル を 後 に し

た。 とて も陰気 な寒 い 日で2月 も晦 日の 日で あ っ

た」[22,p.188]と 書 いて い る。彼 女 は ブ リュ ッセ ル

へ郊 外 か ら来 た 日 と,パ リへ 出発 した 日を間違 え

た ので あ ろ うか,ま った く辻 妻 の あわ な い 日を述

べ て い る。

2.パ リへ の追 放

a.パ リへの 到清

マ ル ク ス は3月5日 に パ リへ到 着 す る側。 パ リ

で は,共 産 主 義者 同 盟 の本 部 を 開設 す る。 イギ リ

スか ら議長 シ ャパ ー(Schapper ,K.)(1812-70)も

駆 けっ け,マ ル ク ス も書 記 と して 会 議 が 行 わ れ

る。 や がて マル クス は,こ こで武装 闘 争 を かか げ

る ヘル ヴェ ー ク(Herwegh,G。)(1817-75)と ボ ル ン

シ ュテ ッ トと対 立す る。 マ ル クス とエ ンゲ ル スの

当 時 の 立 場 を も っ と も表 現 して い るの は,「 ドイ

ッにお け る共産党 の要求 」 で あ る,こ こで は ドイ

ッの共 和制,21歳 以Lの 選 挙権,被 選 挙 権,民 兵,

農 民 の封 建 的 負担 の解 放,私 的銀 行 の廃 止 と国 立

銀 行 の 創設,交 通 機 関 を国有 化,政 教 分 離,累 進

課 税,国 並作 業場 の創 設,無 料 国 民教 育 を あ げ,

農 民,プ ロ レタ リアー ト,小 ブル ジ ョアの利 益 を

図 る政 策 を 出 すrB,21,Bd.5,4f]。 この政 策 は,『 共

産党 宣 言』 で書 か れ た,共 産 主 義 革命 の政 策 と は

ま った く異 な り,ブ ル ジ ョア 革命 の政策 で あ る。

しか も,こ の政策 に は プ ロ レ タ リア ー トだ けで な

く,農 民,小 ジ ョア ジ ー とい った層 も参 加 す るわ

けで,『 共 産 党宣 詫」の4節 にか か げて あ る民 主 グ

ル ー プ との協 調 とい った路線 で あ る。

こ う した マ ル ク ス と エ ンゲ ル ス の思 想 は,ブ

リュ ッセ ル時代 か ら…貫 した もので あ った。 革 命

と武装 蜂 起 へ の批 判,民 主 協 会 との協 調 な どそ れ

で あ る。 そ こに は経 済 的 ド部構 造 の発 展 と ブル

ジ ョア革 命 の必 要性 が前提 され て お り,資 本 の 文
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明化作用 としての民主主義社会 といったものが前

提 されていた。 しか し,共 産主義者同盟全体が こ

の路線 に協調 したかど うかは,そ の後の展開でわ

か るよ うに微妙である。共産主義者同盟 の巾心 に

いた シャパ ーや ヴィリッヒ(willich ,A.)(1810-78)

な どの グループはプロの革命家であ り,秘 密結社

の人間である。秘密結社の公開 と,民 主主義路線

は彼 らの権力の衰退 にっなが ることは必至であっ

た。最初 に路線問題で衝突す るのは,シ ャパ ーた

ち中心 とではな く,パ リの ドイッ人民主協会を代

表す るヘ ル ヴ ェー ク,ボ ル ンシュ テ ッ ト⑳とで

あ った。

彼 らは,ベ ルギーの民主協会 の過激派 と同 じよ

うに武装組織 を結成 し,ド イッに帰 って革命を遂

行す ることを考えていた。パ リの共産主義者同盟

が戦 ったのは,民 主主義者の中の暴力闘争 であっ

た。 まず マル クスにとって彼 らの欠陥 は,資 本主

義の歴史的展開を踏 まえない暴力闘争にあ った。

3月29日 ベルギー国境 リス コンートゥでのテデス

コたちによる武装蜂起 は,パ リのベルギー軍 団に

よる もので,い わば ドイッ民主協会 の組織 ドイッ

軍団 と類似 した ものであった。大量 の検挙者 と死

刑判決 を出 したこの事件のためにブ リュ ッセルの

民 主協 会 は3月 末 には完全 に消滅す る ことにな

る。結局パ リの ドイッ人民主協会 もベルギー軍団

と同 じく,破 滅への道 を歩 む。やがて4000人 の軍

団 を と もな って ドイ ッへ進 み,ド ム スバ ッハ

(Dorrisbach)で 決定的な敗北 を受 け,ド イッでの

影響力を失 う。

マルクスの一貫 した考 えは,非 暴力主義的民主

派路線 との協調 であ った し,共 産主義者同盟 も徹

底 した非 暴力主義 を貫 くことで あ った。 ところ

が,彼 が ブ リュッセルで武器 を大量買付 けし,そ

のために捕 まったとい うイェニーの説 は,民 主協

会の暴力派 との協調 を示す ことにな り,パ リでの

マル クスの活動 と完全に矛盾す ることになるので

あ る。 マルクスは,こ う した嫌疑を晴 らすべ く,

ベルギーでの事件 に対 す るベルギー政府 の処 置を

批判す る。
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b.マ ル ク スの ベ ルギ ー政 府批 判

マル クスの逮 捕 につ いて,最 初 に問題 に した の

は,ベ ル ギ ーの民 主協 会 の ジ ョ トラ ンで あ った。

3月5日 の 『デ バ ・ソ シアル』で 「マル クス は

警察 の侮辱 の犠 牲 とな った。一 人 の警 視 と五 人 の

警 察官 が金 曜 か ら土 曜 にか けて の午 前1時 に 自宅

に逮捕 しにや って 来 た。 マル ク ス博 十 は妻 とまだ

幼 い 子供 達 と一一緒 にお り,何 の理 由 もな く家 族 か

ら彼 を引 き離 した のだ 」[B,1,S.47]と 批 判 的記 事

を書 く。この騒 ぎにつ いて ボル ンは,「次 の朝 カー

ル ・マ ル ク スの逮捕 はす ぐに知 れ渡 った。 私 は急

いで 彼 の家 に行 き,そ こで 夫人 が 涙 を流 しなが ら

昨夜 の状態 につ い て話 して くれ た」[B,5,S.47]と

述 べ て いて この ニ ュー スがす ぐに広 ま った こ とが

わ か る。 もっ と もイ ェニー はす で に逮捕 され て い

る ので,こ れ は釈 放後 の こ とで はな いか と思 わ れ

る。

ジ ョ トラ ンは,さ らに民 主協 会 の集 会 で も この

ことを と りあ げ,『 レマ ンシバ シオ ン』(L'Emman-

cipation,3月7日)に リュブ リナ ー(Lubliner,0.L)

(1809-69)が その ことを記 事 に書 いた。 「追 放 令 が

執 行 す る夜2時 に7区 の副警 視 を 先頭 とす る何人

か の警 察官 が サ ンテ ・ギ ュ ドユルの マ ル ク ス博 十

の 自宅 に現 れ,妻 や子 の ことを配 慮 せず,ペ ル マ

ナ ンス(Permanance)(7区 警察署,PetitSablon),

ア ミー ゴ(Amigo)(市 役所裏 の拘置所)へ 連 れ て

行 った。 マ ル クス夫 人 は,泣 きなが ら家主 を と も

な って 真夜 巾 ジ ョ トラ ン氏 の と ころ に行 った。3

時 に彼 女 が戻 って来 る と家 の敷居 の と ころ に一 人

の 警 察 官 が い て,夫 の と ころ へ 連 れ て行 こ う と

誘 った。 彼女 は偶 然道 で 出会 った夫 の友人 とと も

に警 官 の後 を つ いて行 った。 しか し,警 察 署 に着

い て最初 に答 え ね ばな らなか った質 問 は身分 証 は

持 って い るか ど うかで あ った。 は っ き り言 って ・

こん な時 に持 って い るはず は なか った。 彼 女 はそ

の瞬 間 に浮浪 者 と して,取 り扱 わ れ,最 低 の生 活

を して い る女 性 とと もに朝 まで拘 置所 に入 れ られ

る ことに な った」[B,1,S。50]。 この民 主 協会 での

ジ ョ トラ ンの発言 は,エ ンゲル ス も知 って いて,

マル クスに 「日曜 の 晩(5日),ジ ョ トラ ンが君 と

奥 さん との こ とを民 主 協会 で話 した。僕 は遅 れ て

行 ったの で,聞 きそ こな った」[B,21,Bd.27.S.115]

と語 って い る。 そ して,民 主 協 会 の反 応 につ い て

「こち らで は弁護 士 達 が憤 慨 して い る。 マ イ ンツ

(Maynz,KG.)(1812-82)は 家 宅侵 入 や そ の他 の理

由 で 事 件 を 告 訴 す べ きで,君 が 原 告 に な るべ き

だ,と 言 って い る。 事 件 は大 きな セ ンセ ー

シ ョンを引 き起 こ した」[$,21,Bd.27,S.115](1848

年3月9日)。

マ ル クス 自身 も,こ の問題 につ いて す ぐに フ ロ

コ ン編集 の 『レフ ォル ム』(1～eforme)に 批 判 の記 事

を 書 く(3月8日)に ⑳。 「3月3日,午 後5時,ベ ル

ギ ー王 国 を24時 間以 内 に退 去 せ よ との令 状 を 渡

され て,私 が,同 夜,旅 行 の準備 に忙 殺 され て い

る と ころへ,一 人 の警 視 が十 人 の市 警 を連 れ て私

の住 居 に踏 み込 んで きて,家 中を くまな く探 し,

挙 げ句 の は て,私 を 旅 券 不 所 持 の か どで 逮 捕 し

た。一 一私 が逮 捕 され た 直後,私 の妻 は ベル ギ ー

の民 主協 会 の議 長 ジ ョ トラ ン氏 の とこ ろへ 出 か け

て行 って,必 要 な処 置 を講 ず る とい う約 束 を取 り

付 け た。 妻 が帰 宅 した と ころ,戸 口 に一一人 の警 官

が 立 って いて,マ ル ク ス氏 に話 した い ことが あ る

ので あ れば,自 分 の後 につ いて来 な さい とえ ら く

丁重 な 言葉 で言 った。 そ こで 妻 は二つ返 事 で 申 し

出 に応 じた。 そ こで妻 は警 察 署 に連 れ て いか れ た

の だが,警 視 は開 ロー 番,マ ル ク スは こ こにい な

い とい い,っ いで に乱 暴 な 口調 で,お まえ は何 者

か,ジ ョ トラ ン氏 の ところへ何 を しに行 った のか

と聞 き,ま た妻 が旅 券 を所 持 して い るか ど うか,

と聞 いた。 私 の妻 につ いて一 緒 に警 察 ま で来 て く

れ た ベル ギ ーの民 主主 義 者 ジ ゴ氏 が警 視 の理不 尽

で無 礼 な質 問 に抗 議 した ところ,市 警 ど もに よ っ

て 口を塞 が れ,ひ っと らえ られ て,豚 箱 に ほ う り

こまれ て しま った。 妻 の方 は,浮 浪 罪 とい う こと

で市 庁舎 の刑務 所 へ連 れ て いか れ,売 春 婦 と一 緒

に薄 暗 い房 に入 れ られ て しま った。翌 朝11時,白

昼一 隊 の憲 兵 に護送 されて 予審 判事 室 に連 れ て い

か れ た。 ほ うぼ うか ら猛 烈 な非 難 が殺 到 して いた

に もか かわ らず,妻 は2時 間 も独 房 に監 禁 され た

ままで あ った」[B,21,Bd.4,S.,a37]。 マル クス は,

大 量 の亡 命 者 を受 け入 れ た ベ ルギ ー の民 主 制 に潜

む反 動 性 の例 示 と して この問題 を取 り上 げて い る
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の だが,そ の根底 に は民主 主 義運 動 を繰 り広 げて

い た ドイ ッ人 や ベ ル ギー の民主 主 義 者 へ の弾圧 に

対 す る鋭 い批判 が あ った。 この点 か ら考 えて も,

マ ル ク スが 武装 蜂 起 を企 ん で い た と は思 え な い。

この記 事 は,す ぐに ベル ギ ー各地 の新 聞 に転 載

され た(『 リエージュの リベ ラル」(石 わθ剛L彪g召oゼs)

(lo日),『 ガ ン ・低 地 通信 』(MessagedeGQndet

Pays-bas)(10日),『 立 憲連 合 』(Unionconstituti-

onnelle)(10日)[B,1,S.121])。 エ ンゲル ス も,マ ル

ク スの記事 が書 か れ る よ り も早 く,し か し発表 は

遅 く,イ ギ リスの 『ノ ーザ ン ・ス ター』(Northern

Star)に この問題 につ いて書 いて い た(3月25日)。

「金 曜 日の夕 方,特 にマ ル ク ス博 七は,24時 間 以

内 に退 去せ よ との命令 を受 けた。 彼 が旅 行鞄 を整

理 して い た最 中,午 前1時 に,し か も日没 か ら日

の出 ま での 問 は市民 の住居 に侵 入 す るこ とが法律

に よ って禁 じられ て い る に もか か わ らず,… 人 の

警視 に率 い られ た十 人 の武 装 警官 が彼 の家 に押 し

入 り,彼 を 取 り押 さ え て 市 庁 舎 の 監 獄 へ 連 行 し

た。 彼 の旅 券 が規 則 に違 反 して い る とい うこ と以

外 に,な ん ら理 由 は示 され なか った。 彼 が少 な く

と も3通 の旅券 を提 示 した に もか か わ らず,し か

も彼 は ブ リュ ッセ ルに3年 間住 ん で い た に もか か

わ らず だ!」[B,21,Bd.4,S.533E]。 エ ンゲ ル スは,

マル ク ス同様 に彼 の妻 や ジ ゴの こ とに 言及 し,ベ

ルギ ーが 誇 りに して い る 自由 の実 態 が どん な もの

で あ るか を イ ギ リス の読 者 に語 りか け る。 「新 聞

が 言 って い るよ うに,こ の国 に と って は,フ ラ ン

ス共 和 国 を少 しも羨 む こ とは ない のだ 」[B,21,Bd.

4,S.535]a

マル クス の フ ラ ンスで の記事,ベ ル ギ ーで の そ

の転 載,そ して イ ギ リス で の エ ンゲ ル スの 記 事

は,ベ ル ギ ー政 府 の行 動 を国際 的 舞 台 に引 き出す

ことに な った。 こ う した こ とが で き る背 景 に は,

マ ル ク スや エ ンゲル スの,ベ ルギ ー の民主 協 会 と

い うブル ジ ョア組織 へ の参 加 と,彼 らの交遊 者 に

有 力者 が いた ことが あ げ られ る。 特 に,ド イ ッ人

た ち は,ブ リュ ッセ ル で 民 主協 会 の戦 略 と同 様

に,冷 静 で 平和 的 な大衆 行 動 を行 って いた。 そ の

た め,法 的 に何 の問 題 もなか った はず で あ る。 ま

た民 主協 会 の議 長 ジ ョ トラ ンは,弁 護 十 であ り,
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か つ有 力 な政 治 家 で もあ った。 こ う した こ とが 彼

らの批 判 の 力 を大 き く した ので あ る。

こ う した 世論 の動 きで,批 判 を受 けた政 府 は,

この問 題 の調 査 を し,何 等 か の処 罰 を せ ざ るを え

な くな る。3月7日 にす で に オデ ィは ブ リュ ッセ

ル の市警 察 に対 して,マ ル ク ス とイ ェニ ーの逮 捕

に 関 す る詳 しい状 況 を調 べ て くれ る よ う命 令 す

る。「と りわ け,こ の外 国人 の逮 捕 の動 機 逮 捕 場

所,そ れ を行 った人 物,問 題 の逮 捕 状 につ い て私

に知 らせ て くだ さい」(オ デ ィか ら市警察 ファン ・ベ

ルセル(VanBerse1)へ の手紙)[A,1,aユ 。 こ う して 内

部 の調 査 が行 わ れ る。

ブ リュ ッセ ル 市 警 の フ ァ ンハ ウ ヴ(Vanhauw,

F.)警 視 は次 のよ うに報 告 す る。 「ll時 頃外 国人

た ち は15人,サ ン ト ・ギ ュ デ ュ ル の ボ ワ ・ソ

ヴ ァー ジュ館 に戻 って い った 一 一。 零 時 を過 ぎ,

鐘 が 鳴 った後 で,エ イ エ(Heye)巡 査 が彼 らが ボ

ア ・ソ ヴ ァー ジ ュに集 ま って いて,大 騒 ぎを し,

扇 動 的 な言 葉 を はい て いて い る とい う事実 を報告

し に や って き た。 ダ ク ス ベ ッ ク(Daxbeck,

G.)の 到着 と同 時 に,ひ と りの女 性 を 除 いて み ん

な ば らば らに散 った。一 方 彼 らの中 の一 人 マル ク

ス氏 はキ ャバ レーに残 って いた。 彼 は身 分 証 明書

を見 せ,そ れ を戻 しな が ら,本 能 的 にポ ー ラ ン ド

語 と ドイ ッ語 の書 類 を副 警 視 か らす ぐに暴 力 的 に

奪 い取 ろ うと した。しか し,そ れ を取 り戻 したが,

そ れ は後 に共産 主 義 者 へ の一 般 的 要求 ㈱とい うこ

とが確 認 され た。 ダ クスベ ックはマ ル ク スの抵 抗

が あ った に もかか わ らず,と うと うそれ を差 し押

さえ た。彼 は,マ ル クスの行 った この行動 と状況

か ら して,彼 及 び そ の仲 間 の一 味 だ った妻 を と り

あ えず 逮捕 す る必 要 が あ る と考 え た。 彼 女 は,世

間 的名 声 に よ って外 国人 の政 治 的行動 へ積 極 的 に

参 加 し,ド イ ッ人 ク ラ ブで 行 った講演 で も名 を あ

げ て さえ い た。」[B,1,S.56]

この報 告 に よ ると,マ ル ク ス逮 捕 は,そ の 夜 の

労 働 者 の集 会 と,そ の首 謀 者 で あ るマ ル ク スの持

つ 不 審 な書類 に よ る もので,不 当 な逮 捕 で はな い

とい う ことに な る。 妻 の逮 捕 理 由 も浮 浪 者 と して

で はな く,謀 議 活動 の参加 者 とい う ことで あ る。

妻 に 関 して は さ らに 「警 察 が キ ャバ レーに入 った
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際逃げた彼 の妻 は,こ の点か らも怪 しまれSさ ら

に彼女が夫 の極端 な急進主義へ の参与者 と して知

られて いた ことによ って,す ぐにその後 チュー レ

ンベル ク(Tuerenburg)通 りで逮捕 された一 一拘

置所に入れ られ たのは浮浪者 としてで はない」(3

月8日)[A,1.a]と 述べているので,市 警 は最初か

ら政治 的謀議 と考えていたことにな る。それが真

実 な らば,深 夜 の捜索 は,謀 議活動の現行犯逮捕

であ り,深 夜寝静 ま った民家を急襲 した不当逮捕

で はないとい うことにな る。 ファンハ ウヴは,マ

ルクスの主張 には誇張が あるとして,自 己の正 当

性 を主張す る。 市警が,謀 議活動を恐れ,集 会を

監視 していた事実 は,謀 議活動 と武装蜂起への可

能性 を市警 が もっとも懸念 していたことによ って

もわかる。

とす ると,市 警 の説明 は,保 安警察の説明(武 器

取引にからむ嫌疑と滞在証明の不備)と は違 うことに

なる。 そ こで この両警察 の矛盾 は,た ん に複数の

警察制度 を持っベルギーにおいて起 こり得た偶然

の相違だ ったのか どうかが問題 となる。

マルクスは,3月12日 の 『レフォルム』で,こ

の一連 の逮捕 は,偶 然 の逮捕で はな く,仕 組まれ

た計画的逮捕 であり,市 警 と保安警察 は一一貫 した

連携 を もっていた と考 えている。 「レオポル ド王

の政府 は,公 共の秩序 を乱す ものと して政府が同

夜 の うちに検挙すべきものと判断 された人物 の リ

ス トを,す っか り用意 していた。 それには,警 察

署長 オデ ィ氏 よ って,こ の リス トの中に若千の外

国人を,で っちあげ られた謀議事件 を扇動 した中

心人物 として書 き加えるのが適当であった。そ う

すれ ば確信 的 な共和主義 者 と して知 られ たベル

ギー人たちの逮捕 も隠す ことがで きるし,国 民の

不安 をか き立て ることもできた」[B,21,Bd.4,S.

539]0

しか し,保 安警察 と市警 との捜査の方法(保 安

警察は,武 器の購入と追放という線,市 警は謀議活動の

現行犯逮捕)で は連携が取 れて いるとは思えない。

確か にヴォルフやアラー一ルのよ うに数 日の拘留後

追放 された事実 があるが,そ れとマル クスやボル

ンシュテ ッ トなどの場合 が同 じとは言えない。 マ

ルクスの事件がベルギーへの国際非難を巻 き起 こ

した の は事実 と して も,ベ ルギ ーの政 府 が計 画 の

上 で す べて を行 って いた の か とい うと,そ の点 も

二っ の警 察 の連 携 の不 備 か らみて,曖 昧 なの で あ

る。 マル クス は フ ラ ンス臨 時政 府 の近 隣諸 国 へ の

プ ロパ ガ ン ダ政 策 と の兼 ね 合 い も あ って,ベ ル

ギ ーの見 せ か けの 自由を主 張 す るが,ベ ルギ ー は

この問題 に関 して,国 王 も配 慮 し[A,1,aユ,さ らに

国会 で も,ブ リュ ッセ ル市 議 会 で も論議 され るの

で あ る。

自 由 派 の代 議 上 ブ リク ー ル(BricourtJ.-」.)

(1805-57)は,マ イ ンツ とジ ョ トラ ンの要求 もあ っ

て,3月11日 法 務 大 臣へ の質 問 を要 求 す る鋤。 こ

の質 問 の骨 子は,市 警 察 の 主張 と違 い マ ル クス と

妻 の逮捕 は正 当 な権利 で 暮 らして い る住 民 へ の不

当 逮 捕 で あ る とい う もの で,マ ル ク スの 主 張 に

沿 って いた。 も っ と も,彼 は妻 が警 察 署 で衣 服 を

破 られ る ほ どの乱暴 を受 けた こと[B,1,S.64]と,

金 銭 支払 いに よ って途 中 で牢 が変 わ った こ とな ど

を付加 し,普 通 の市 民 へ の虐待 を一層 際 だ たせ て

い た。 そ して 「我 々 が 自由 な憲法 を まさ に誇 る時

に,こ の よ うな 事実 は,そ の 言葉 を裏切 って い ま

す し,… 人 の外国 人 に,非 常 に 自由 な はず のわ が

ベル ギ ーで は,上 級警 察,下 級 警察 が,正 義,道

徳,法 を大胆 に も,罪 を受 けず に踏 み に じる手段

を もって い るのだ と感 じさせ て い るので す 」[B,1,

S.64]と 主張 す る。国会 で の 論議 は,ベ ル ギー憲 法

の尊 厳 に かか って い るとい う ことで あ った。 そ こ

で主 張 され たの は,住 居 不 法侵 入,逮 捕 状 な きマ

ル ク ス とそ の妻 の逮 捕,ジ ゴ の任 意 逮 捕 で あ っ

た。 これ に対 し答 え た法 務 大 臣 は,追 放 は別 と し

て,逮 捕 は ブ リュ ッセル 市警 の や った ことで政 府

は 一切知 らず,も し本 当 な らば そ れ は不 当逮 捕 で

あ ると答 え る[B,1,S.66]。 大 臣 の解答 は,問 題 は

ブ リュ ッセ ル市 警 の単 独犯 行 で,政 府 は一 切 関係

して いな い とい う もの で った。

3月11日 の ブ リュ ッセ ル市 議 会 で も この 問題

は取 り上 げ られ る。 弁 護 士 の バ ル テル が 質 問 に

立 って,こ の問 題 につ い て3人 の調査 委 員 会 をつ

くる よ う要請 す る。 市 長 は,委 員 会 の設 立 には反

対 しな いが,逮 捕 は公 共 の場 で あ るキ ャバ レーで

起 きた もので,不 当で はな い と答 え る。市 長側 は,
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あ くまで逮 捕 はキ ャバ レー と集 会 との関連 で行 わ

れ たの で あ り,政 府 との関 係 はな い と主 張 す る。

政 府 の新 聞 『モニ トゥール ・ベ ル ジュ』(M・niteur

Beige)も,政 府 の見解 と して マ ル ク スの逮 捕 は監

視 下 にあ ったキ ャバ レーで起 こっ た こ とで あ り,

当然 で あ り,ま た ブ リュ ッセ ル市民 で な いマ ル ク

ス夫妻 に滞 在証 明 を求 あ,も って いなか った マル

クス夫 妻 を逮捕 す るの も当 然 で あ り,妻 へ の処 置

も特別 室 を与 え る とい う配 慮 も して い る ことを述

べ,こ の問 題 はなん ら問題 とすべ きで な い こ とを

主 張 す る(3月12日)[B,1,S,71]。

これ に対 して,エ ンゲ ル ス と ジ ョ トラ ン,フ ェ

デ(Faider,A,v)は,政 府 が マ ル クスの主 張 を故

意 に ね じ曲 げ て い る こ と を 『デ バ ・ソ シ ア ル』,

「レマ ンシバ シオ ン』(3月21日)で 批 判す る。二っ

の記事 は基 本 的 に は同 じで,ボ ワ ・ソ ヴ ァー ジュ

は キ ャバ レーで はな く,食 堂 にす ぎな い とい う こ

と,部 屋 に侵入 した時 明 りが あ り,集 会 が 開 かれ

た と い うの は嘘 で,誰 もお らず真 っ暗 で あ った の

が真 実 で あ る こと,マ ル ク ス はす で に2月26日

か らブ リュ ッセ ル市民 で あ った こと,マ ル ク スは

滞 在証 明書 は持 って いなか った とい うの は間違 い

で,滞 在 届 けを 出 して い た こ と,マ ル クスの妻 が

特 別室 に入 った の は夜 が明 けて の ことで,ひ どい

待 遇 を受 けて いた こと[B,1,SS.74-79]に 焦 点 を 当

て て いた。 基 本 的論 点 は,あ くまで この事件 は偶

然 起 こった ので はな く,政 府 の陰 謀 によ る もので

あ った とい うこ とで あ った。

c.そ の 後 の処 理 と政 府 の 監視

マ ル ク スの逮 捕 を あ ぐる問題 は,最 終 的 に は,

市警 察官 の罷 免 とい う形で 落 ち着 く。 市 の委員 会

の報 告 は4月1日 市 議 会議 員 ブル ケ ール(Brouk-

ere,Ch.)(1796-186Q)に よ って 行 われ る。調 査 委員

会 は,委 員 会 を 要 求 した バ ル テ ル(Bartels,J.-

Th.)(1820-62),市 長 を含 む7人 で構成 され て い

た。 それ に よ る と,フ ァ ンハ ウ ヴ警 視 の命 令 で集

会 の 監 視 を 行 っ て い た が,そ の 日 は ボ ア ・ソ

ヴ ァー ジ ュで集会 が開 か れ る ら しい とい う噂 を聞

き,そ れ を追 った が,夜 遅 く迄 明 りが つ いて いた

の で,警 視 に頼 ん で捜 索 を行 った。 しか し,そ れ

はす べ て 間 違 い で あ った。 第 一 に そ こ に い た の

は,集 会 に参 加 した人物 で はな く,マ ル クスに別

れ を 言 いに来 た人物 で あ った こ と,第 二 に集会 に

使 われ て い た部 屋 は マル クスの部 屋 で はなか った

こ とで あ る。 しか も,副 警 視 ダ クスベ ックが入 っ

た この屋 敷 は キ ャバ レーで はな く,レ ス トラ ンで

あ り,し か もその時 す で に明 りは消 え て いて,マ

ル クス は起 きて い たが,妻 子 は寝 て いた。 また マ

ル ク ス は,追 放 令 を も って い て 滞 在 証 は不 要 で

あ った こと,妻 の滞 在 にっ いて も浮 浪 者 と して追

及 で きる状 況 には なか った こと,ジ ゴ も滞 在許 可

証 を持 って い た こ とに よ って も,ダ ク スベ ックの

逮捕 は性 急 で あ った。妻 イ ェ ニー の処遇 につ い て

も売 春婦 と同 じ拘 置所 に入 れ た こと は事実 で,特

別室 で ベ ッ トを与 え た とい って も,そ こは,暴 力

行 為 で 捕 ま った 女性 と一緒 の 部 屋 で あ った[B,1,

SS.83ff]。 以Lの 誤 認 捜査,誤 認 逮捕 に よ り,委 員

会 は,副 警 視 ダ ク スベ ックの罷 免 を求 め る ことに

な った⑬恥。

この報告 書 は4月1日 に な され て い るので あ る

が,エ ンゲ ル スの マ ル ク ス宛 の3月9日 の もの と

され て い る手 紙 の 中で,す で に エ ンゲ ル スは 「君

の所 に行 った副 警視 はす で に免職 にな って い るそ

うだ」[B,16,S.135]と 書 いて い る。市 長 が まだ 市警

の行 動 に不 審 を もって いな か った時 期 に罷 免 を す

る とい うの は おか しい し,こ れ はマ ル ク スが 「レ

フォル ム』 に書 い た翌 日で あ る。 したが って この

手紙 の 日付 は もっ と後 にず れ込 む 可能 性 もあ る。

しか し,エ ンゲ ル ス は3月20日 ごろパ リへ 行 っ

て い るので(3月22日 の フォーグラーか らマルクスへ

の手紙[B,16,S.408]),そ の間 で あ ろ う。 とす ると,

罷 免 につ いて は3月 半 ばに 出 たの で は ない だ ろ う

か 。

結局 この判 決 で は,政 府 の策謀 につ いて は何 の

証 明 もで きず,市 警,そ れ も一・副警 視 の偶 然 の ミ

ス によ る罷免 とい う結 論 にな って しま った。 しか

し,こ れ を政 府 に よ る策 謀 隠 しと と る こと も単 純

に は 言え な いで あ ろ う。 当 時 の市 警 と保安 警 察 と

の間 に充 分 な連 携 が あ った とは思 え な いか らで あ

る。 お そ ら く,保 安警 察 が追 放 す る人 物 を,市 警

が別件 で逮 捕 して しま った とい う判断 もまん ざ ら
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間違 い と も言 え な いの で あ る。 市 に と って の最 大

の問 題 は集 会 と謀 議 保 安警 察 に と って は武 器 の

大 量 購 入 で あ り,お の ず と捜査 方 針 は違 って い た

の で あ る。

さて その武 器購 入 の問題 で あ るが,保 安警 察 は

その後 も資金 ル ー トを追 って い るので あ る。3月

6日 には,6000フ ラ ンの小 切手 が マ ル クス宛 に振

り出 され て い る ことを掴 ん で い る[B,1,S.51]。 し

か も,そ れ が民 主協 会 の ス ピル トル ンな どと関係

して い る こと も掴 ん で いた[A,1,a]。 しか し,問 題

は この 資 金 の 出所 と使 い道 で あ る。 出 所 に つ い

て,3月12日 保 安 警察 は トリー アへ調 査依 頼 を 出

し,そ れが 母 の送 金 に よ る もの だ とい うこ とを知

る(こ の点で見る限 り,武 器購入 の公的資金でないこと

はわかっている)[B,1,S.73]。 しか し,こ のお金 の使

い道 は最 後 まで保 安 警察 も掴 め て はい な い。 それ

は,最 初 か ら保 安 警 察 はマル クスが武 装 蜂起 を考

え る過 激 派 だ とい う視 点 で 見 て い る か らで あ っ

た。 そ の後 の マル クスに対 す る見 方 は変 わ って い

な い。 保安 警 察 は,パ リで武 装蜂 起 を企 図 して い

る ボル ンシ ュテ ッ トの活動 を調査 し,マ ル ク スに

つ い て も追 って いて,『 新 ライ ン新 聞 』 と謀 議 活

動,危 険 な活動 家 ブル ー ン(Bruhn,K)(:1:)

や シ ュ ラム(Schramm,C.)(1822-58)と マル ク ス

との 関係 も調 査 して い る[A,1,a]。 実 際 に は,マ ル

クス は こ う した動 き とは ま った く違 った動 きを し

て い るので あ る。

しか し,も しこれ だ け のお金 が マ ル ク スに あ っ

た の な ら,マ ル クスの金 銭 問題 は明 るか った ので

あ ろ うGi61。な るほ ど,フ ォー グ ラーか らの借 金 や

1847年 末 まで あ った借 金 や 金 銭 的 切 迫 が減 少 し

て い る。逆 に ブ ライ アー(Breyer,F.A.)(1812-76)

や,ジ ゴ,ヘ ス(Hess,M.)(1812-75),マ イ ンッな

どへ 金 を貸 して もい る[B,21,Bd.27,S.118]。 また,

急 な引 越 しで フ ォー グ ラー に預 け た銀 の食器 な ど

の財 産 も,借 金 の片 とな るので はな く,再 び マ ル

ク スの もとに帰 って くる こと にな る。 いず れ に し

ろ,マ ル クス は,こ の時信 じ られ な い くらいの金

運 に恵 まれ て いた の であ る。 したが って,彼 が,

6000フ ラ ンの お金 を 武 器 購 入 に 費 や した と は考

え られ な い。

結 語

以上の状況か ら見 て,マ ルクスが2月 革命 の時

期 に武器 を購入 して武装蜂起 を企 てよ うとした と

いう従来の指摘 は容認 しがたい。 その点 か ら見 る

限 り,保 安警察 の捜査は空振 りであ った と思われ

る。保安警察の陰謀がそ こにあったのか という問

題 も,捜 査 が金銭関係を克明に追 っていることか

らして も考 え られそ うにない。保安警察の行 った

マルクスの追放 も,危 険な外国人の追放 とい う一一

連 の流れの中での ことであ り,マ ルクスへの陰謀

ではない。それで は保安警察 は直接手 を出さず,

市警 によ ってマルクスと妻 の逮捕 の陰謀 を企 んだ

のか とい うと,こ の点 も後 の委員会報告 が示 して

いるように,可 能性 は少ないであろ う。可能性が

あ るとすれば,逮 捕 によってベルギー政府がマル

クスの武器購入 の事実 を突 き止あ るということだ

が,武 器 の捜索 を指揮 した形跡 はない。市警の捜

査 は,案 外勝手 に行われたのか もしれない。

マルクスは,こ の逮捕 の中で,自 らは民主的運

動家 で,謀 議 を起 こす人間ではない ということを

主張 し,ベ ルギー政府がそ うした民主主義者を取

り締 ま ることの違法性を追及 して いたが,こ れ は

逆 にマルクスの当時 の立場を表 していたとも言え

よ う。保安警察 はマルクスの主張 とは別 に,マ ル

クスを危険人物 と思 って はいた し,そ の意味で言

えば,逮 捕 す るべ きで あ った のは,ボ ル ンシュ

テ ッ トのよ うな武装蜂起派で あったであろ う。 し

か し,ベ ルギー政府 は彼に対 してはたんに追放 の

処置 しかとってないのであ る。 このあた りの処 置

にベルギー政府 の反動性を見 いだすの は,困 難 で

あ る。む しろ,ベ ルギー政府 は,こ うした状態 の

中で意外 に権力は分散 してお り,一 貫 した陰謀 な

どを行 う状況 になか ったとも言えよ う。

注

(1)マ ルクスのパ リか らの追放 にっいては,拙 稿[33]を 参照 の

こと。

(2>ゲ ムコー(Gemkow)編 集 の 『カール ・マ ルクス伝』は 「数

日前父 の遺産か らか な りの金 を受 け取 っていた マル クスは,

ブ リュ ッセ ルの労 働者 の武 装 のた めに数 千 フラ ンを寄付 し

た。彼 はその際妻 の完全 な同意 も得て いた。彼 の妻は数年 間
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の ひ ど い 窮 乏 の 後 だ け に や っ と 物 質 的 に保 証 さ れ る こ と に

希 望 を 抱 い た が,個 人 的 利 益 を革 命 運 動 の利 益 に従 属 させ る

こ とを 一 瞬 も た め らわ な か っ た。」 〔B,21,p.114]と 書 かれ て

あ る。 ま た マ ル ク ス年 譜 に は,「 マ ル クス は,ブ リsッ セ ル に

お け る 共 産 主 義 者 の 武 装 蜂 起 の 準 備 に積 極 的 に 参 加 し,ブ

リ ュ ッセ ル の 労 働 者 を 武 装 させ る た め に 多額 の 資 金 を 供 与

す る」[B,14,p.62]と あ る。こ れ らの 文 面 か らす る と,マ ル ク

ス は武 装 闘 争 を支 援 した か の よ うに思 わ れ る。 ま た,ク リー

ム も 「ベ ル ギ ーの 労 働 者 や,民 主 主義 者 は フ ラ ン スの2月 革

命 の例 に 対 抗 しよ う と武 器 を と った 」[B,16,S」96]と 書 い て

い るが,少 な く と も ブ リュ ッセ ル に お いて 武 器 を使 っ た市 街

戦 は 行 わ れ な か っ た。 唯 …例 外 は,3月 末 の 国 境 で の ベ ル

ギ ー軍 団 の 侵 入 で あ るCB,24,130-138][B,10,SS.331-343ユ 。

(3)当 時 パ リと ブ リ ュ ッ セ ル と を結 ぶ鉄 道 は,ブ リュ ッセ ル南

鉄 道 駅 発 パ リ行 き,午 前8時15分,午 後6時30分 の2本,

パ リ発 ブ リュ ッセ ル 行 き,午 前8時,午 後8時,ブ リュ ッセ

ル 発 キ ェ ヴ ラ ン行 き午 前8時15分,12時30分,午 後4時

45分,キ エ ヴ ラ ン発 ブ リュ ッ セ ル行 き午 前5時15分,6時

15分,11時,午 後2時45分,4時15分,5時(1848年2月

6日 『ブ リ ュ ッセ ル の ドイ ッ人 新 聞 』[B,9])と い った 具 合 い

で あ っ た。 パ リを 出 た 列 車 が ブ リ ュ ッセ ル へ 到 着 す るに は

13時 間 か か っ た の で,ボ ル ンが 待 っ た列 車 は24日 の 朝8時

に 出 て21時 プ リ3ッ セ ル に 到 着 す る列 車 で は な く,国 境 か

らや って く る キ エ ヴ ラ ン発 の 列 車 で あ っ たの で あ ろ う。

(4)ヴ ォル フの 逮 捕 に っ い て マ ル ク ス は メ モ に こ う書 い て い

る。 「2月27日 日曜 日,夜10時 か らIl時 の間 。 市 庁 舎 で の

ま ぎ れ も な い 暴 行,八 方 か ら げ ん こ っ。 ま ぎれ もな い 暴 行

は,ま ず 酔 っぱ らっ た 市民 軍 の 大 勢 い る市 庁 舎 警 察 署 で。 警

官 が げ ん こっ で ヴ ォル フの 右 目 を う った の で,ヴ ォ ル フ は視

力 同復 が 困 難 に な る」[B,21,:・S.610]。 エ ンゲ ル ス も こ

の駅 で の こ と を 『ノ ー ザ ン ・ス タ ー』 へ の 記 事 で書 い て い

る。 ボ ル ンの 言 葉 と少 し違 って い る。「そ の 日の 夕 方 に は,興

奮 と不 安 が こ の 町 を 覆 った 。 あ らゆ る種 類 の噂 が ま き散 らさ

れ た が,な に 一っ 信 用 さ れ な か っ た。 鉄 道 の駅 は,ニ ュ ー ス

の到 着 を きぜ わ し く待 つ あ らゆ る 階級 で い っ ぱ い だ った 。 フ

ラ ン ス大 使 リsミ ニ ー 侯 爵 も そ こに い た 。 夜 の12時 半,木

曜 日の 革 命 のす ば ら しい ニ ュ ー ス を携 え て 列 車 が 到 着 し,全

群 衆 は 熱 狂 して 突 然 い っ せ い に 叫 ん だ 一 「共 和 国 万 歳!」 」

[B,21,Bd.4,5.531]

15)ヴ ォル フ は警 察 で の取 調 べ で,短 刀 を所 持 して い た こ と に

な って い る。 お そ ら く警 察 が 仕 組 ん だ もの と思 わ れ る[B,1,

S.145]0

(6>「 政 治 的 亡 命 者 は多 くの 国 民 が 羨 む よ う な わ が 憲 法 に よ っ

て 保 証 され た 発 言 の 自 由,結 社 の 自 由 を 大 い に 利 用 して い

た」[B,6,p.590]

<7>ボ ル ンシ ュ テ ッ トや マ ル ク スに 関 す る史 料 に は,政 治 結 社

に 関 す る も の は な い。逆 に そ の た め,ベ ル ギ ー で の マ ル ク ス

等 の 活 動 に つ い て は プ ロ イ セ ン側 の 史 料 を 中 心 に 考 え ね ば

な らず,研 究 の 幅 が 狭 め られ る結 果 と な って い る([B,27]参

照)。 これ と 同 様 の こ と は ロ ン ドンに つ い て も雷 え る こ と で

あ る。

(8)ス タ ン ジ ェ は,こ の 例 証 に ジ ゴ を あ げ て い る。 彼 は ア ル

シー ヴ に勤 め な が ら,マ ル ク スの 共 産 主 義 通 信 委 員 会 で手 紙

を 書 いて い た が,そ の事 実 を警 察 に察 知 され な か っ た の で あ

る[B,28,5.158]。 ただ し,彼 は マ ル ク ス の逮 捕 と共 に逮 捕 さ

れ るが 。

(9)ベ ル ギ ー の 自 由 急 進 派 は,最 初 「ア リア ンス」(Alliance)

そ して 「自由 協 会 」(AssociationLibre)そ して 「民 主 協 会 」

と い った 形 で 組 織 を 再 編 成 して い る[B,1,p。23]〔B,3,g.23]。

そ の 中心 に は,ブ リ鳳 ッセ ル 自 由 大 学 の知 識 人 が お り,そ の

中 の ドイ ッ人 教 授 マ イ ン ッ はマ ル ク スと懇 意 で あ っ た,,

qO)胴 時 に私 は こ の旅 行 を 利 用 して,ブ リュ ッセ ル 民 韮 主 義

協 会 と イ ギ リスの チ ャー チ ス トと の連 絡 を っ け」 と書 い て い

る[B,21,Bci.27,S.472]。 民 主 協 会 と マ ル ク ス との 交 遊 につ

い て は[B,18コ 参 照 。

{ll)「 共 産 主 義 者 た ち は い た る と こ ろ で,す べ て の 国 の民 主 主

義 的 党 派 の結 合 と協 調 の た め に は た ら く。」『共 産 党 宣 言 』[B,

21,Bd.4,5.493。 エ ンゲ ル ス も こ う言 って い る。 「わ れ われ

は ブ ル ジ ョア ジ ー の 友 人 で は な い。 これ は 周 知 の 事 実 で あ

る。 しか しわ れ わ れ は彼 らに,こ の た び は,彼 らの勝 利 を 与

え る の だ。 彼 らが,と く に ドイ ッ に お いて,民 主 主 義 者 と共

産 主 義 者 の 一一見 小 さ な集 団 を 見 下 して い る。 そ の横 柄 な 眼 差

しを,わ れ わ れ は'#然 と して 見 て い る こと が で き る。」IB,21,

Bd.9,S.5U2]

㈹ 民 主 協 会 は,市 長 へ 市 民 軍 の組 織 化 と,そ れ へ の市 民 の 参

加 を 呼 び か け た が,武 装蜂 起 は呼 び か けな か っ た[B,21,Bd.

4,S.621]。 しか し,こ れ は誤 解 を 生 む こ とに な っ た。

(13)も しイ ェニ ーの 文 言 と お りで あ っ た と す れ ば,マ ル ク ス は

も っ と拘 留 さ れ て い た か も しれ な い。 イ ェ ニ ー の 回 想 は

1956年 に 初 め て 出 版 さ れ た もの で あ り,ア ン ド レ ア に よ る

と イs=は1853年 出 版 さ れ たErklarungを 利 用 した 不F

確 な もの だ とい う[B,S.13]。 当局 は,革 命 の連 絡 を 受 け,す

ぐに(26日)武 器 の 販 売 を禁 止 して い る の で,マ ル ク スが 武

器 を 購 入 した と は考 え に くい。 警 察 の捜 査 で も武 器 は 出 て こ

な か っ た。

(141リ ス コ ンートゥに つ い て エ ンゲ ル ス は,「 ア ン トワ ー プの

死 刑 判 決 」 の 中 で 雷 及 し て い る。 「誰 もが リス コ ンート ゥの

事 件 を知 って い る。 ベ ル ギ ー 人 の労 働 者 が 共 和 派 の祖 国 侵 入

を 企 て て,パ リに 集 ま っ た。 ベ ル ギ ー 人 の 民 主 主 義 者 が ブ

リ ュ ッ セ ル か ら や っ て き て,こ の 企 て を 支 持 し た。 ル ド

リュ ー ロ ラ ンがfで き る か ぎ り これ を 促 進 した 」[B,21,Bd.5,

S.380]

115)こ の転 居 証 明 は,ブ リュ ッセ ル に は な く,ト リー ア の カ ー

ル ・マ ル ク ス ・ハ ウ ス に あ る。 マ ル ク スの ブ リュ ッセ ル で の

住 居 は以 下 の 通 りで あ る。 ブ リュ ッセ ル に は,転 居 届 け が 警

察 史 料 と して 残 って い る。 パ リで は,同 種 の 史 料 が パ リ ・コ

ミュ ー ンに よ る警 察 署 の 史 料 消 失 で 不 明 で あ る 〔B,2,SS.240

-243]
0

1845年2月9日 ホ テ ル ・ザ ッ ク ス(Saxe)(暫 定 パ ス ポ ー

トを持 った 滞 在 者 リス ト)

1845年2月19日

警 察 で の 面撲 の 連 絡 住 所

プ チ ・サ ブ ロ ン(PetitSablon)街24番

1845年3月13日 ま でC-・ ケ 月 住 む)

ボ ワ ・ソ ヴ ァ ー ジ ュ(転 居 届 け)

1845年3月13日 か ら5月3日

パ シ ェ コ(Pacheco)通 り35番(転 居 届 け)

1845年5月3日 か ら 互846年5月7日

ア リア ン ス(Alliance)通 り5番(St.Josse-ten-Noode)

(ド イ ッ人 の 多 い地 域[B,26,S.21])

こ の地 区 はサ ンテ ・ギ ュ デ ュ ル教 会 の 墓 が あ った り,ユ ル

セ ル(Ursel)公 の 領 地 が あ った 地 区 で あ る。(人 口8400人

[B,29,p.49f]

1846年5月7日 か ら10月19日

ボ ワ ・ソ ヴ ァー ジ ュ 館(転 居 届 け)

1846年10月19日 か ら1848年2月26日(転 居 届 け)
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オ ル レ ア ン通 り,42,イ ゼ ー ル(lxelles)

イ ゼ ー ル は,当 時 「役 人,芸 術 家,名 士 のす ま い が あ る」

[B,29,p.51]とGaわ れ た と ころ で(人[]7500人[B,29,p.

49]),ド イ ッ人 の人 口 も高 か っ た([B,26,S.21])

㈲ 当 時 ロ ン ドン と ブ リュ ッセ ル の間 の 所 要 時 間 は,オ ス テ ン

デ まで 鉄 道 で5時 間,海 峡 が4Cr)5時 間,ド ー ヴ ァ ーか ら

ロ ン ドンま で4時 間,合 計13(一)15時 間 で あ り,朝7時 の

列 車 に乗 れ ば,夜 に は充 分 着 け る こ と に な る[B,14,5.464]。

⑰ 追 放 令 は,す で に2月27日(ヴ ォル フ),2月28日(パ ウ

ル ・ ド ・ ト ミ,ヘ ル マ ン ・コ ッ プ(Kopp,H.),フ ェ リッ ク

スーニ コ ラ ・ア ラ ー ル),2月29日(ボ ル ンシ ュ テ ッ ト),3月

2日(マ ル ク ス,マ チ ア ス ・マ ッチ(Marti,M),フ リー ド リ

ヒ ・ク リュ ー ガ ー(Krueger,F.))が 追 放 さ れ て い た 。追 放

令 に は1835年9月22日 の 法 に し た が って 公 共 秩 序 に 不 安

を 与 え た と い う もの で あ った 。

㈹ ベ ル ギ ー の警 察 は,次 の よ うに分 か れ て い た。 ベ ル ギ ー 警

察(Gendarmerie),市 民 警 察,軍,保 安 警 察 。 ベ ル ギ ー警 察

は 当初 市 民 警 察(GardeCivique)や 軍(Arme)に 比 べ て 治

安 維 持 の 機 能 を もた ず,組 織 的 に は軍 の指 揮 下 に あ った 。 治

安 の 際 に力 を持 っ の が 軍 で,軍 は外 国 の敵 だ け で な く,国 内

の敵 に 対 して も威 力 を 示 した。 革 命 に際 して,ま ず動 い た の

が軍 で あ った の は,当 然 で あ った[B,23,pp.29-36]。 市民 警

察(Policecivil)は,ブ ル ジ ョア を中 心 とす る組 織 で,市 長

の 指 揮 下 に あ った。

asp押 収 文 書 に つ い て,ヴ ェル ムー トと シ ュ テ ィー バ ーの 報 告

書 に も掲 載 され て い る[B,30,Bd.2,S.80]。 この文 書[B,21,

Bd.4,S.607]は,本 部 をパ リに 移 す こ と しか 書 か れ て な い。

も っ と も当 時 の 共 産 主 義 者 同 盟 の 文 書 に武 装 蜂 起 を 探 る こ

と は きわ め て 難 しい。

⑳ マ ル ク スの ブ リュ ッセ ル で の 追 放,逮 捕 に 関 して の研 究 で

も っ と も詳 細 な もの は,ア ン ド レア の文 献[B,1]で あ る。 こ

れ は,各 地 の ア ル ヒー ブ の資 料 集 とな って い る。 同 種 の もの

と して は,ブ リュ ッセ ル の 警 察 側 の史 料 を 集 め た の が ヴ ォ ウ

テ ル ス[31]の 文 献 で あ る。 ま た最 初 に 史 料 を 見 た の は,フ ェ

ル トマ ン[B,11]で,そ の 後 ピエ ラー ル[B,24],バ イ ン[B,A]

が 見 て い るが,そ の後 い くつ か の史 料 が散 逸 して い る。

121)秘 密 警 察 と して,保 安 警 察(SOr色tePublique)が あ った 。

この 警 察 は,刑 務 所,パ ス ポ ー ト,輸 送 な ど の管 理 に あ た っ

た。 この 警 察 こ そ,外 国 人 を 対 象 とす る もの で,よ ほ どの こ

とが な い と追 放 はで きな い もの の,追 放 も可 能 な警 察 で あ っ

た[B,23,43ff]。1840年 に オ デ ィが そ の長 官 に 座 って 以 来,

要 注 意 外 国 人 を記 録 して い た。 マ ル ク ス の 史料 を 見 る と 革命

前 は,亡 命 最 初 の 史料 と,転 居 証 明 だ け で あ るが,追 放 以 後

の 史 料 は多 い こ と に気 付 く。

(Z2)さ ら に警 察 は,42タ ー レル の 手 形 を 交 換 した フ ラ ン ス語

の で き な い人 物 の こ とを や か ん 職 人 が 証 言 して い る[Bl,S.

112]。

123)「 凱憲 的 ベ ル ギ ー 国 家 は,そ の制 度 の優 秀 さ を示 す 新 しい

り っぱ な例 を 提 供 した。 リ スコ ンート ゥ村 の ば か ば か しい・事

件 が き っ か け と な った17名 の死 刑 判 決 が そ れ で あ る。 若F

の無 分別 者,希 望 に うっ つ を ぬ か した 若 干 の 痴 人 が,慎 み深

い ベ ル ギ ー国 民 の立 憲 制 と い う マ ン トの は しを 少 し あ け よ

う と試 み て,こ れ に無 礼 を働 い た の で,そ の 報 復 の た め,17

名 に 死 刑 を判 決 した の だ 一一何 と い う野 蛮 か!」 「ア ン トワ ー

プ の 死 刑 判 決 」[B,21,S.378]

⑦の マ ル ク ス が フ ラ ンス に 入 れ た 理 幽 は フ ロ コ ン の許 可 証 と

い う こ とが こ れ ま で の通 説 で あ る が,日 付 か ら言 って ど う も

あ や しい。 マ ル ク ス と同 じ く フ ラ ン スか ら追 放 さ れ た ボ ル ン

シュ テ ッ トは マ ル ク ス よ り早 く(2月29目)[A,1,a]追 放 さ

れ て い た が,フ ラ ンス へ の侵 入 は問 題 な か った よ うで あ る。

した が って,マ ル ク ス も こ の時 点 で,フ ロ コ ンの受 け 入 れ許

可 を受 け て い た可 能 性 は な い。 そ の後 の エ ンゲ ル スを 通 じた

フ ロ コ ン と の関 係 で書 か れ た もの か も しれ な い。 それ は特 に

ベ ルギ ー政 府 へ の批 判 の 『レ フ ォル ム』 の マ ル ク スの 記 事 と

関係 して い る の か も しれ な い 。

@5>1848年4月30日 ヴ ォ ル フ か ら ジ ョ トラ ンへ の 手 紙IB,L

S.115]

㈱ マ ル ク ス は す で に プ ロ イ セ ン国 籍 を失 って い るの で,パ ス

ポ ー トを 持 た な い で 通 行 す る と い う こ と に な り,「 有 効 な パ

ス ポ ー トを 携 帯 しな い もの は,ベ ル ギ ー 通 行 を 許 可 さ れ な

い」[a,1,a]と い う法令 に 触 れ る こ と に な った 。

⑳ ヴ ォル フ,F.は ブ リュ ッセ ル か ら離 れ た と ころ に住 ん で

い た(現 在 のWoluwe-St.Etielme)。 とす れ ば,マ ル ク スの

逮 捕 の連 絡 マ ル ク スと の連 絡 に か な り不 便 で あ った と思 わ

れ る。 ア ン ドレ ア ス は,こ の点 を 明 確 に して い な い[B,1,S.

]150

㈱ パ リと ブ リュ ッセ ル 間 が 朝8時 に 出 る直 通 で 結 ば れ て お

り,28時 間 か か っ て い た の に比 べ る と か な りの 短 縮 に な っ

て い た[B,7,p.35]。

(29)『 ロ ン ド ンの ドイ ツ人 新 聞 』(1848年3月IO目 号)に,3月

6日 の パ リの ドイ ッ人 民 主 主義 者 の 集 会 に マ ル ク ス も参 加 し

て い た こ とが 伝 え られ て い るの で,遅 く と も6日 まで に は パ

リに来 た と思 わ れ るLF3,8,S.715]。

13U)2年 前 ま で な らパ リま で は2日 か か って い た で あ ろ う。

マ ル ク ス のパIJの 住 居[B,13,SS.204-209]

郵 便 住 所

t一 マ ル シ ェ(Beaumarchais)通 り75番

『レ フ ォ ル ム』 編 集 所 ジ ャ ン ・ ジ ャ ッ ク ・ル ソ ー(Jean-

Jacques-Rauseau)通 り3番

ラ ・ヴ ィ ク トワー ル(LaVictoire)通 り19番

3月5[3か ら15日

ヌ ー ヴ ・メニ ル モ ンタ ン(NeuveMenilrnontant)通 り10

番(現 在 の コ ミュ ー ン(Commune)通 り)

3月15日 か ら4月6日 ま で

グ ラ モ ン通 り(Grammont)1番 ホ テ ル,マ ン チ ェ ス タ ー

(Manchester)

X31)ボ ル ン シ ュ テ ッ トに関 す る警 察 報 告 は,2月29日 に 追 放

令 を 受 け た こ と を 記録 して い る。 そ の後 の フ ラ ンスで の行 動

の追 跡 も行 わ れ て お り,ヘ ル ヴ ェ ー ク と武 装 集 団 をっ く り,

メ ス,バ ー ゼ ル,コ ル マ ー ル,ナ ン シー で ドイ ツ 人 を4000人

集結 させ て い る こ と も捌 ん で い る[A,1,b]。

(32)こ の 逮 捕 に関 す る批 判 記 事 は,孫 の ロ ンゲ に よ っ て最 初 に

全 文 公 開 さ れ た[B,19,p.19ff]。 マ ル ク スの フ ラ ンス受 け 入

れ は,事 後 的 に3月10日 に行 わ れ る。従 来 こ の受 け 入 れ は3

月1日 と 言 わ れ て い た が,新 メ ガ に そ の 写 真 が 掲 載 さ れ て い

る。 ど う見 て も3月10日 と記 され て い る が,新 メ ガは 強 引

に 従 来 通 り3月1日 と して い る[B,16,S.389]。 この 史料 が最

初 に発 表 さ れ た の は,マ ル ク ス 自身 の 作 品 『フ ォー ク ト氏 』

〔B,21,Bd.S.676]で あ ったi,そ こ で3月1日 と書 い て あ るの

で 、 そ れ を た だ 踏 襲 した だ け な の で あ ろ う。 この 点 に つ い

て,す で に ア ン ドレ ア も指 摘 して い る[B,1,S.95]。

㈱ こ こで一言わ れ て い る 苫 葉 はUnappelgeneralauxcorn-

munistesで あ り,共 産 主 義 者 同 盟 本 部 を パ リに 移 転 す る と

い う決 議 を 指 す の か 不 明 で あ る。 これ は ケ ル ン共 産 主 義 者 の

「人 民 の 要 求 」(3月3日)か も しれ な い。 しか し,3月21日

か ら30日 の闘 に 書 か れ た も の で あ る と され て い る 「ドイ ツ
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に お け る ドイ ツ共 産 党 の 諸 要 求 」 と も表 題 が似 て い る。

(34i国 会 で の論 議 は3月12日 の 『エ マ ン シバ シ オ ン』 や3月

14日 の 『ケ ル ン新 聞』(KoelnischeZeitung),『 アル ゲ マ イ ネ

ツ ァ イ ッ ング』(Allgemeine7_eitung,Augusburg)に も掲 載

され る[B,1,S。128]。

(35)保 安 警 察 の オ デ ィ と検 事局 長 バ ヴ ェ ー は,そ の 後1869年

の銀 行 ス キ ャ ン ダ ルで 追 及 され 罷 免 さ れ る こ と に な る[B,1,

S,21f]o

(36}マ ル ク ス の金 銭 問 題 に つ い て は,[拙 著B,32]5章 を参 照 。
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